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変更内容 等 
 

１ 国保連合会とのインタフェースの変更点（案）の変更点について 

○前回提示（2 月 24 日）からの変更点は以下のとおり。 

 

＜全体＞ 

① 「地域包括支援センター」「介護予防支援事業所」と混在していた記述につ

いて、「介護予防支援事業所（地域包括支援センター）」に統一する。 
 

＜都道府県編＞ 

① 事業所異動連絡票情報（サービス情報）の項目名称の変更 
項番７９「特定事業所加算の有無」を「特定事業所加算（訪問介護）の有無」

に変更する。 

項番８８「特定体制整備事業所加算の有無」を「特定事業所加算（居宅介護

支援）の有無」に変更する。 

② 事業所異動連絡票情報（サービス情報）の員数等の設定 
項番９３「訪問介護サービス提供責任者数」、項番９４「訪問介護員数（専従

の常勤者）」、項番９５「訪問介護員数（専従の非常勤者）」、項番９６「訪問介

護員数（兼務の常勤者）」、項番９７「訪問介護員数（兼務の非常勤者）」、項番

９８「訪問介護員数（常勤換算後の人数）」について、サービス種類が６１（介

護予防訪問介護）の場合にも設定する旨追記する。 
③ 事業所異動連絡票情報（サービス情報）送付にかかる留意事項について、イ

ンタフェース仕様書解説書への説明を追加する。 
 

＜保険者編＞ 

① 受給者異動連絡票情報等にかかる留意事項について、インタフェース仕様書

解説書に説明を追加 
 ・受給者台帳の「有料老人ホーム等同意書」に設定が必要なサービス種類、施

設等区分の追加を行う。 
 ・事業所評価加算にて使用するための、要介護度が「非該当」に改善した場合

の受給者異動連絡票の送付を記述する。 
 

＜コード一覧＞ 

① 項番４２ 人員配置区分コードの修正 
「特定施設入居者生活介護」「介護予防特定施設入居者生活介護」の施設等の

区分の３に対する人員配置区分を「外部サービス利用型」のみとする。 
② 誤記修正 
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２ 介護給付費単位数等サービスコード表（案）の変更点について 

○前回提示（2 月 3 日）からの変更点は以下のとおり。 

 

＜介護給付サービスコード表＞  

①「全体」 

・削除コード（×印の H18.4 より無効となるコード）をサービスコード表から  

抹消する。  

 

  ②「訪問介護」 

   ・身体介護 4時間以上に引き続き生活援助が中心であるサービスを行った場合 

の算定項目についての表現を修正する。 

 

③「通所介護・通所リハ」 

・2時間以上 3時間未満の減算（70%）と定員超過・人員基準欠如減算（70%） 

の適用順序の変更を行い、該当するサービスコードのサービス内容略称を修正 

する。  

例．～時減・定超 → ～定超・時減（コードと単位数は変更なし） 

 

④「短期入所療養介護・老健」 

・「意志疎通困難等ケア加算」を「認知症ケア加算」に名称変更を行う。 

・上記加算がユニットと日帰りショートには適用されないため、該当部分の合 

成コードを削除する。 

 

  ⑤「短期入所療養介護」 

・合成単位数の一部修正を行う。 

 

  ⑥「特定施設入居者生活介護」 

・認知症対応型通所介護を外部利用型の対象サービスに追加する。 

・外部利用の介護職員が欠員の場合の減算コードを追加する。 

・合成単位数の一部修正を行う。 

   

  ⑦「居宅介護支援」 

・経過的要介護居宅介護支援費のサービス内容略称を修正（ローマ数字のⅣを 

削除）する。 

 

⑧「介護保健施設」 

・「保健施設意志疎通困難等ケア加算」を「保健施設認知症ケア加算」に略称 

を変更する。 
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＜介護予防サービスコード表＞  

①「介護予防特定施設入居者生活介護」 

 ・介護予防認知症対応型通所介護を外部利用型の対象サービスに追加する。  

 ・外部利用の介護職員が欠員の場合の減算コードを追加する。  

 

＜地域密着型サービスコード表＞  

①「認知症対応型通所介護」 

2 時間以上 3時間未満の減算と定員超過・人員基準欠如減算の適用順序の変 

更を行い、該当するサービスコードのサービス内容略称を修正する。 

 

②Ⅲ 特定入所者介護サービス費（地域密着型）のサービスコードを追加  

 ・地域密着型介護福祉施設の食費・居住費基準額のサービスコードを追加する。 

 

 






